
国立大学法人東京海洋大学の中期計画の変更について 

 
 国立大学法人東京海洋大学の中期計画の一部を変更し、平成１７年２月１日１６文科高第７４３号で認可されましたので、公表します。 
 

平成１７年２月１日 
 

国立大学法人東京海洋大学 
学 長  髙 井 陸 雄 

 
＜変更の概要＞ 
  自然災害により被災した教育研究施設の復旧整備のため、国立大学法人東京海洋大学中期計画の一部を変更しました。 
 
 

国立大学法人東京海洋大学の中期計画新旧対照表 

 

現  行 変 更 案 変更理由 
 
Ⅹ その他 
 
 １．施設・設備に関する計画 
 

施設・設備に関する計画 

 
 Ⅹ その他 
 
 １．施設・設備に関する計画 
 

施設・設備に関する計画 
施設・設備の内容 予定額 

（百万円） 
財 源 施設・設備の内容 予定額 

（百万円）

財 源  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・小規模改修 
 
・楽水会館（寄附建物） 

  総額 
    318
 
 

 
 
 施設整備費補助金（192）
 
 民間出えん金    （126）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・小規模改修 
・災害復旧工事
 
・楽水会館（寄附建物）

  総額 
    319
 
 

 
 
 施設整備費補助金（193）
 
 
 民間出えん金    （126）

  
 ４．災害復旧に関する計画 
 
   平成１６年１０月に発生した台風２２号により被災した
  施設の復旧整備をすみやかに行う。

 
 自然災害によ
り被災した教育
研究施設の復旧
整備のため 
 
 
 



 
現  行 変 更 案 変更理由 

 
（別紙）予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画 
 
 １．予 算 

平成１６年度～平成２１年度 予算 
（単位：百万円）

 
（別紙）予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画 
 
 １．予 算 

平成１６年度～平成２１年度 予算 
（単位：百万円）

区  分 金 額 区  分 金 額 
 収入 
  運営費交付金 
  施設整備費補助金 
  施設整備資金貸付金償還時補助金 
  船舶建造費補助金 
  国立大学財務・経営センター施設費交付金 
  自己収入 
   授業料及入学検定料収入 
   財産処分収入 
   雑収入 
  産学連携等研究収入及び寄付金収入等 
  長期借入金収入 

計 

 
34,729

192
1,799

0
0

9,853
9,265

0
588

2,189
0

48,762

 収入 
  運営費交付金 
  施設整備費補助金 
  施設整備資金貸付金償還時補助金 
  船舶建造費補助金 
  国立大学財務・経営センター施設費交付金 
  自己収入 
   授業料及入学検定料収入 
   財産処分収入 
   雑収入 
  産学連携等研究収入及び寄付金収入等 
  長期借入金収入 

計 

 
34,729

193
1,799

0
0

9,853
9,265

0
588

2,189
0

48,763

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 支出 
  業務費 
   教育研究経費 
   一般管理費 
  施設整備費 
  船舶建造費 
  産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 
  長期借入金償還金 

計 

 
44,582
34,303
10,279

192
0

2,189
1,799
48,762

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 支出 
  業務費 
   教育研究経費 
   一般管理費 
  施設整備費 
  船舶建造費 
  産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 
  長期借入金償還金 

計 

44,582
34,303
10,279

193
0

2,189
1,799
48,763

  〔人件費の見積り〕 
   中期目標期間中総額 ３０，０１７百万円を支出する。 
   （退職手当は除く） 
  注）人件費の見積りについては、１７年度以降は１６年度の人件
    費見積り額を踏まえ試算している。 
  注）退職手当については、国立大学法人東京海洋大学退職手当 
    規則に基づいて支給することとするが、運営費交付金とし 
    て措置される額については、各事業年度の予算編成過程に 
    おいて国家公務員退職手当法に準じて算定される。 
  注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 

  〔人件費の見積り〕 
   中期目標期間中総額 ３０，０１７百万円を支出する。 
   （退職手当は除く） 
  注）人件費の見積りについては、１７年度以降は１６年度の人件
    費見積り額を踏まえ試算している。 
  注）退職手当については、国立大学法人東京海洋大学退職手当 
    規則に基づいて支給することとするが、運営費交付金とし 
    て措置される額については、各事業年度の予算編成過程に 
    おいて国家公務員退職手当法に準じて算定される。 
  注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。 

 

 
 



 

現  行 変 更 案 変更理由 

 

 ３．資金計画 

平成１６年度～平成２１年度 資金計画 

（単位：百万円）

 

 ３．資金計画   

平成１６年度～平成２１年度 資金計画 

（単位：百万円）

区  分 金 額 区  分 金 額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資金支出 

  業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  財務活動による支出 

  次期中期目標期間への繰越金 

 

 資金収入 

  業務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

   授業料及入学料検定料による収入 

   受託研究等収入 

   寄付金収入 

   その他の収入 

  投資活動による収入 

   施設費による収入 

   その他の収入 

  財務活動による収入 

  前期中期目標期間よりの繰越金 

49,947

43,567

3,396

1,799

1,185

49,947

46,645

34,729

9,265

1,375

688

588

1,991

1,991

0

126

1,185

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資金支出 

  業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  財務活動による支出 

  次期中期目標期間への繰越金 

 

 資金収入 

  業務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

   授業料及入学料検定料による収入 

   受託研究等収入 

   寄付金収入 

   その他の収入 

  投資活動による収入 

   施設費による収入 

   その他の収入 

  財務活動による収入 

  前期中期目標期間よりの繰越金 

49,948

43,567

3,397

1,799

1,185

49,948

46,645

34,729

9,265

1,375

688

588

1,992

1,992

0

126

1,185

  

 

 

 

 

 

 

   注）前期中期目標期間よりの繰越金には、奨学寄附金に係る 

     国からの承継見込み額（1,185百万円）が含まれている。

   注）前期中期目標期間よりの繰越金には、奨学寄附金に係る 

     国からの承継見込み額（1,185百万円）が含まれている。

 




